
2023 年度三好市プレミアム商品券取扱店申込書 

令和６年  月  日 

●取扱店登録資格要件  

 2023年度三好市プレミアム商品券（臨時）発行事業に賛同するとともに【注意事項】【取扱店 

募集要項】記載の対象事業所であることを確認し【取扱店募集要項】の「４取扱店登録資格」の 

Ａ登録店、Ｂ登録店であることを確認し了承の場合はどちらかの□にチェックをご記入下さい。 

□  A 登録店 □  B 登録店 

 

【取扱店募集要項】の「４取扱店登録資格」抜粋 

取扱店は、次の事項に該当する事業者とし、①に該当し、かつ、②から④の 1 つに該当する事業者

は「Ａ登録（共通商品券及び限定商品券が利用できる取扱店）」とし、①のみ該当する事業所は

「Ｂ登録（共通商品券が利用できる取扱店）」とする。 

① 三好市内に店舗、事業所等を有する事業者であること。 

② 個人の場合は、三好市内に居住住所があること 

③ 法人の場合は、三好市内に本店登録があること 

④ フランチャイズ店は経営する法人・個人の本店所在地・居住住所が三好市内であること 

●申請者内容 

所属団体 ・阿波池田商工会議所   ・三好市商工会   ・非会員 

事業所名 

フリガナ                                             

代表者 
フリガナ                                             

所在地 
〒 

連絡先 TEL               FAX 

担当者名 
 

 

●商品券取扱店一覧掲載事項 

掲載事業所店舗名 

フリガナ                                          

 

掲載事業所店舗所

在地 

 

業種 ・小売  ・飲食  ・サービス  ・その他（            ） 

●商品券換金精算時の振込先 

金融機関名 
              

              
支店名 

           本店 

           支店 

金融機関コード  支店コード  

預金種目 ・普通   ・当座 口座番号        
 

 

口座名義人 

 

フリガナ                                          

 ※振込先指定口座は、金融機関の届出内容と相違のないようご確認願います。  【裏面確認】 



 

●【注意事項※必読】 

・商品券は現金と同様に扱い、額面相当額の商品・飲食・サービスなどとお引き換えくださ

い。 

・釣り銭は出ません。その旨は商品券裏側に記載しますが、使用店舗においてもご周知くだ

さい。 

・商品券には有効期間が記載されており、この期間を過ぎた商品券は無効となります。 

・商品券には偽造防止策が施してあります。お引取の際は十分確認ください。 

提出先： ・阿波池田商工会議所 

〒778-0002 三好市池田町マチ2191-1 TEL：0883-72-0143 FAX：0883-72-6466 

   ・三好市商工会 

〒779-5304 三好市山城町大川持597-8 TEL：0883-86-1059 FAX：0883-86-1049 

 

 


